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   第１章 総則 

 （目的） 

第１条 この要綱は、東京都不燃化推進特定整備地区制度要綱（平成２５年３月２９日決定２４

都市整防第５９８号。以下「都制度要綱」という。）に基づき、不燃化推進特定整備地区（以下

「不燃化特区」という。）に指定された地区において、不燃化建替え又は老朽建築物の除却を行

なおうとする者に対し、区が特別な支援を行うことにより、延焼危険性の高い建築物の不燃化

の促進等を図り、もって地域の防災性の向上に資することを目的とする。 

 （通則） 

第２条 この要綱の規定により交付する助成金については、足立区補助金等交付事務規則（昭和

５０年足立区規則第６号）によるほか、この要綱に定めるところによる。 

 （定義） 

第３条 この要綱において使用する用語の定義は、次項に定めるもののほか、建築基準法（昭和

２５年法律第２０１号）、都制度要綱、東京都防災密集地域総合整備事業制度要綱（平成１８年

３月３１日付１７都市整防第８０９号。以下「密集制度要綱」という。）、東京都不燃化推進特

定整備事業補助金交付要綱（平成２５年４月１２日決定２５都市整防第４９号。以下「都交付

要綱」という。）及び不燃化特区内における老朽住宅除却後の土地に対する固定資産税及び都市

計画税の減免要綱（平成２５年６月２６日決定２５主税税第１２４号。以下「減免要綱」とい

う。）の例による。 

２ この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１） 特別な支援 延焼の危険性が高い建築物の不燃化を促進するために行う、次に掲げる

取組をいう。 

  ア 不燃化建替えに要する除却費、設計・監理費及び建設工事費の助成並びに高齢者世帯住

宅の不燃化建替えに対する加算助成 

  イ 老朽建築物の除却費の助成 

  ウ 防災生活道路沿道の不燃化助成 



  エ 固定資産税等の減免申請に係る防災上危険な老朽建築物の認定等 

  オ 専門家の派遣 

 （２） 不燃化建替え 第２章における老朽建築物を耐火建築物等（建築基準法第５３条第３

項第１号イに規定する耐火建築物等をいう。以下同じ。）又は準耐火建築物等（建築基準法第

５３条第３項第１号ロに規定する準耐火建築物等をいう。以下同じ。）に建て替えることをい

う。 

（３） 防災生活道路 東京都防災都市づくり推進計画の整備プログラムで防災生活道路とし

て整備計画図に位置付けられているものをいう。 

 （特別な支援対象区域） 

第４条 この要綱により特別な支援を実施する対象区域は、不燃化特区の指定を受けた別表第１

に掲げる地区の区域とする。ただし、各章で別途対象区域を定めている場合はその規定による。 

２ 当該土地が不燃化特区の内外にわたる場合は、当該土地の全部が不燃化特区内にあるものと

みなして、この要綱を適用する。 

 （特別な支援対象者） 

第５条 この要綱により特別な支援を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する

者とする。 

 （１） 個人 

 （２） 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項各号に規定する中小企業

者である会社 

 （３） 前２号に掲げる者のほか、足立区長（以下「区長」という。）が特に必要と認める者 

２ 特別な支援を受ける者のうち、次章から第４章までの規定による助成を受けるものにあって

は、前項の規定に関わらず、この要綱による、又は類似した国、都若しくは区による助成金、

補助金又は補償費の交付を受ける場合は、この要綱による当該助成を行わない。ただし、助成

項目、補助項目又は補償項目が異なる部分については、この限りでない。 

   第２章 不燃化建替えの助成 

 （助成対象区域） 

第６条 この章における助成対象区域は、別表第１に掲げる西新井駅西口周辺地区に指定されて

いる区域全域及び足立区中南部一帯地区における防災街区整備地区計画の区域とする。 

２ 当該建替え後の建築物が助成対象区域の内外にわたる場合は、当該建替え後の建築物の全部

が助成対象区域内にあるものとみなして、この章の規定を適用する。 

 （老朽建築物の定義） 

第７条 この章における老朽建築物とは、主要構造部が木造又は軽量鉄骨造で別に定める耐用年

限を経過している建築物をいう。 

 （助成金の交付対象） 

第８条 区長は、助成対象区域内において老朽建築物を除却し、かつ、次に掲げる要件を全て満

たす建築物に建て替える建築主に対して、その老朽建築物の除却に要する費用（以下「除却費」

という。）、建替え後の建築物の設計・監理に要する費用（以下「設計・監理費」という。）及び

建築工事に要する費用（以下「建築工事費」という。）の一部を助成することができる。 

 （１） 耐火建築物等又は準耐火建築物等であること。 



 （２） 建築物の形状、外壁等の色彩は周辺環境に配慮したものであること。 

２ 前項に定めるもののほか、区長は、次に掲げる要件を全て満たす高齢者世帯住宅の不燃化建

替えについて、加算助成することができる。 

 （１） 申請者が個人であること。 

 （２） 建替え後の建築物に申請者が自ら居住するとともに、親世帯及び子世帯等が同居する

こと。 

 （３） ６０歳以上の高齢者が同居すること。 

 （４） 高齢者世帯の居住に要する床面積は２０㎡以上とすること。 

３ 第１項の規定にかかわらず、建替え前の建築物が次の各号のいずれかに該当する場合には、

建築工事費の助成の対象としない。 

（１） 助成対象となる建築物の敷地面積が１００㎡以上の場合、敷地面積の区分に応じて、

別表第２に定める緑化基準を満たしていないもの 

（２） 既存の建築物が準耐火建築物等であり、建替え後に準耐火建築物等にするもの 

（３） 既存の建築物が耐火建築物等であるもの 

４ 第１項に規定する建替え後の建築物が、次の各号のいずれかに該当する場合には、助成の対

象としない。 

 （１） 宅地建物取引業法（昭和２７年法律第１７６号）第２条第３号の宅地建物取引業者が

販売を目的として建築する建築物 

 （２） 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第４条第６項に規定する都市計画施設の区

域内に建築する建築物（建築物の一部が都市計画施設の区域内にかかる場合にあっては、当

該区域内にかかる建築物の部分に限る。） 

 （３） 仮設建築物 

 （４） 足立区集合住宅の建築及び管理に関する条例（平成３０年足立区条例第１５号）の適

用を受ける集合住宅であって、同条例の規定に適合しない建築物 

 （５） 足立区環境整備基準（１７足都建開発第４８５号）に基づく事前協議による区長の承

認を受けていない建築物 

 （助成金の額等） 

第９条 前条の規定により交付する助成金の内容及び額は、予算の範囲内において、別表第３に

定めるとおりとする。 

２ 助成金の額に千円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。 

３ 第１項の助成金の交付を受けようとする者は、除却費、設計・監理費及び建築工事費全ての

助成金の申請をしなければならない。ただし、前条第３項の規定に該当する場合にあっては、

建築工事費に関する助成金の申請をすることを要しない。 

 （助成を受けた者の責務） 

第１０条 第８条の規定により助成を受けた者は、建替え後の建築物を常に防災上安全かつ良好

な状態に維持保全しなければならない。 

２ 区長は、第８条の規定により助成を受けた者に対して、当該建築物の管理状況について報告

を求めることができる。 

 



   第３章 老朽建築物の除却助成 

 （助成対象区域） 

第１１条 この章における助成対象区域は、別表第１に掲げる西新井駅西口周辺地区及び足立区

中南部一帯地区に指定されている区域とする。 

２ 当該老朽建築物が助成対象区域の内外にわたる場合は、当該老朽建築物の全部が助成対象区

域内にあるものとみなして、この章を適用する。 

 （老朽建築物の定義） 

第１２条 この章における老朽建築物とは、次の各号のいずれかに該当する延焼防止上危険な建

築物をいう。 

 （１） 区の調査によって危険であると認められた昭和５６年以前の建築物 

 （２） 区の調査によって危険であると認められ、適正な管理がなされていない建築物 

 （助成金の交付対象） 

第１３条 区長は、助成対象区域内において老朽建築物を除却する者に対して、その除却に要す

る費用の一部を助成することができる。 

 （助成金の額等） 

第１４条 前条の規定により交付する助成金の内容及び額については、第９条第１項及び別表第

３の除却費に係る規定を準用する。 

２ 助成金の額に千円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。 

 （助成を受けた者の責務） 

第１５条 区長は、第１３条の規定により助成を受けた者に対して、除却後の土地の管理状況に

ついて報告を求めることができる。 

   第４章 防災生活道路沿道の不燃化助成 

 （助成対象区域） 

第１６条 この章における助成対象区域は、別表第１に掲げる西新井駅西口周辺地区及び足立区

中南部一帯地区における別表第９に掲げる防災街区整備地区計画の区域とする。ただし、足立

区不燃建築物促進助成条例（平成２６年足立区条例第６６号）第３条の規定による不燃化促進

区域については助成対象区域から除くものとする。 

２ 当該土地が助成対象区域の内外にわたる場合は、当該土地の全部が助成対象区域内にあるも

のとみなして、この章を適用する。 

 （助成金の交付対象） 

第１７条 区長は、助成対象区域内において既存の建築物を除却し、かつ、次に掲げる要件を全

て満たす建築物に建て替える建築主に対して、その建替え後の建築に要する費用（この章にお

いて「一般建築助成費」という。）の一部を助成することができる。 

（１） 敷地が別表第９に掲げる防災生活道路に接していること。 

（２） 敷地に接する部分の防災生活道路が別表第９に掲げる計画幅員に拡幅整備済みである

こと又は建築と同時に拡幅整備を行うこと。 

 （３） 除却する既存の建築物の主要構造部が木造又は軽量鉄骨造であること。 

 （４） 建替え後の建築物が耐火建築物等又は準耐火建築物等であること。 

（５） 敷地面積が１００㎡以上の場合は、敷地面積の区分に応じて、別表第２に定める緑化



基準を満たしていること。 

２ 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、助成の対象としない。 

（１） 第８条第３項第２号又は第３号に該当する場合 

（２） 第８条第４項各号に掲げるいずれかの建築物に建て替える場合 

 （助成金の額等） 

第１８条 前条の規定により交付する一般建築助成費に対する助成金の内容及び額については、

第９条第１項、別表第３及び別表第６から別表第８までの建築工事費に係る規定を準用する。 

２ 助成金の額に千円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。 

（助成を受けた者の責務） 

第１９条 第１７条の規定により助成を受けた者は、建替え後の建築物を常に防災上安全かつ良

好な状態に維持保全しなければならない。 

２ 区長は、第１７条の規定により助成を受けた者に対して、当該建築物の管理状況について報

告を求めることができる。 

   第５章 助成金の交付手続 

 （助成申請等） 

第２０条 第２章から第４章までの規定により助成を受けようとする者は、老朽建築物の除却工

事に着手する日の原則１か月前までに助成申請書（第１号様式）に関係書類を添えて区長に提

出するものとする。 

２ 区長は、前項に規定する申請があったときは、相当の期間のうちにその内容を審査し、次の

各号のいずれかの通知書により当該申請者に通知するものとする。 

 （１） 助成の対象となることを確認したときは、助成内定通知書（第２号様式） 

 （２） 助成の対象とならないことを確認したときは、助成対象とならない旨の通知書（第３

号様式） 

 （除却前の現地確認） 

第２１条 区長は、除却する老朽建築物の状況を把握するため、前条第２項の規定による通知の

前に必要に応じて現地確認を行う。この場合において、当該老朽建築物の内部に立ち入ること

ができるものとする。 

 （変更申請等） 

第２２条 第２０条第２項第１号の通知書により内定の通知を受けた者（以下「助成内定者」と

いう。）は、申請の内容を変更しようとする場合は、速やかに変更承認申請書（第５－１号様式）

に関係書類を添えて区長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、変更内容が軽微で

あると区長が認めるときは、軽微な変更届出書（第５－２号様式）を区長に提出するものとす

る。 

２ 区長は、前項の申請があった場合は、相当の期間のうちにその内容を審査し、変更後も助成

の対象となることを確認したときは、変更承認通知書（第６号様式）により助成内定者に通知

するものとする。ただし、変更後に助成の対象とならないことを確認したときは、第２０条第

２項第２号の通知書によるものとする。 

３ 申請者が助成内定通知書（第２号様式）を受け取る前に申請を取り下げようとするときは、

助成申請取下げ・取りやめ届出書（第７号様式）を区長に提出するものとする。 



４ 助成内定者が工事を取りやめようとするとき又は助成金の交付を辞退しようとするときは、

助成申請取下げ・取りやめ届出書（第７号様式）を区長に提出するものとする。  

 （中間検査等） 

第２３条 区長は、必要があると認めるときは、建築又は除却の工事中において敷地又は建築物

に立ち入り、調査を行うことができるものとする。  

２ 区長は、助成内定者に対し、指導、助言等を行うとともに、申請内容と異なるときは是正の

指示を行うことができる。 

 （助成金の交付申請等） 

第２４条 助成内定者は、次に掲げる時期に、速やかに工事完了報告書・助成金交付申請書（第

９号様式）に指定する図書を添えて提出するものとする。 

 （１） 第２章及び第４章に該当する助成内定者にあっては、新築工事完了後 

 （２） 第３章に該当する助成内定者にあっては、老朽建築物の除却工事完了後 

２ 区長は、前項に規定する申請書が提出されたときは、相当の期間のうちにその内容の審査、

現地調査等を実施し、助成金交付の可否及び交付すべき助成金の額の決定を行うものとする。 

３ 区長は、前項により交付を決定したときは、助成金交付決定通知書（第１０号様式）により

当該申請者に通知するものとする。 

 （助成金の請求及び支払） 

第２５条 前条第３項の規定により助成金の交付決定を受けた者は、請求書兼口座振替依頼書[助

成金]（第１１号様式）により区長に請求しなければならない。 

２ 区長は、前項の規定による書面の提出があったときは、速やかに助成金を交付するものとす

る。 

 （内定及び交付決定の取消し等） 

第２６条 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、助成内定及び助成金の交付決定を取

り消すことができる。 

 （１） 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けようとしたとき。 

 （２） 正当な理由がなく工事を中止し、又は、廃止しようとするとき。 

 （３） この要綱に違反し、又はこの要綱に基づく区長の指示に従わなかったとき。 

（４） 前３号によるほか、区長が不適当と認めたとき。 

２ 区長は、前項の規定により助成内定及び助成金の交付決定を取り消したときは、助成内定・

助成金交付決定取消通知書（第１２号様式）により当該内定及び交付決定を受けた者に通知す

る。 

３ 区長は、第１項の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、既に交付した助

成金があるときは、当該助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。 

４ 前項の助成金の返還を求められた者は、直ちに返還しなければならない。 

   第６章 固定資産税等の減免申請に係る防災上危険な老朽建築物の認定等 

 （認定対象区域） 

第２７条 この章における認定対象区域は、別表第１に掲げる西新井駅西口周辺地区及び足立区

中南部一帯地区に指定されている区域とする。 

２ 当該老朽建築物が認定対象区域の内外にわたる場合は、当該老朽建築物の全部が認定対象区



域内にあるものとみなして、この章を適用する。 

 （老朽建築物の定義） 

第２８条 この章における老朽建築物とは、減免要綱第２（２）に規定する土地にある、次の各

号のいずれかに該当する建築物をいう。 

 （１） 耐用年限（減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）

別表第１に定める耐用年数をいう。以下同じ。）の３分の２を超過している建築物又は災害そ

の他の理由により、これと同程度の機能の低下を生じている建築物 

 （２） 区の調査によって危険であると認められ、適正な管理がなされていない建築物 

 （認定及び通知の対象） 

第２９条 防災上危険な老朽建築物の認定を受けることができる者は、除却する老朽建築物の所

有者（当該老朽建築物が共有されている場合は、全ての共有者によって合意された代表者）又

は当該老朽建築物が存する土地（次条第１項ただし書を適用する場合にあっては、当該老朽建

築物が存した土地）の所有者等とする。この場合において、更地の適正管理状況結果通知を受

けることができる者は、老朽建築物除却後の敷地を延焼防止上有効な更地として適正管理する

場合において、当該老朽建築物が存した土地の所有者等とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、第２０条第２項第１号の通知書により助成の対象となった老朽建

築物は、前項の認定を受けたものとみなす。 

 （認定申請等） 

第３０条 固定資産税等の減免申請に係る防災上危険な老朽建築物の認定を受けようとする者は、

当該老朽建築物の除却に着手する前に、防災上危険な老朽建築物に係る認定申請書（第１３号

様式）に関係書類を添えて区長に提出しなければならない。ただし、次の各号に定める建築物

については、当該建築物の除却工事着手後の申請を認める。 

（１） 第１２条第２号に該当する老朽建築物 

（２） 足立区住宅・建築物耐震助成条例施行規則（平成２１年足立区規則第４１号）第１２

条第１項の規定により助成の内定通知の対象となった建築物 

（３） 住宅市街地総合整備事業（密集住宅市街地整備型）により、敷地に接する別表第９に

掲げる防災生活道路の幅員を同表に掲げる計画幅員に拡幅整備するために解体した建築物 

（４） 前３号に掲げるほか、区長が特に必要と認める建築物 

２ 区長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに当該申請に係る書類を審査し、次

の各号のいずれかの通知書により当該申請者に通知するものとする。 

 （１） 防災上危険な老朽建築物であると認定したときは、防災上危険な老朽建築物認定結果

通知書（第１４号様式）により通知する。 

 （２） 防災上危険な老朽建築物には該当せず、認定を行わないときは、その理由を明記した、

不認定とする旨の通知書 

３ 第２０条第２項第１号の通知は、前条第２項の規定により防災上危険な老朽建築物であると

認定を受けたものとみなしたものにかかる前項第１号の認定をした旨の通知を兼ねるものとす

る。 

 （更地の適正管理の確認等） 

第３１条 第２９条第２項の規定により認定を受けたものとみなし、又は前条第２項の規定によ



り認定を受けた老朽建築物で、令和１３年３月３１日までに除却され、更地となった土地の所

有者等は、防災上危険な老朽建築物除却後の更地の適正管理届出書（第１５号様式）をもって

区長に当該更地の管理状態について審査を求めることができる。 

２ 区長は、前項の規定による届出があった場合は、その内容を審査し、当該土地が防災上有効

な更地として適正に管理されている状態にあると確認したときは、防災上危険な老朽建築物除

却後の更地に係る適正管理状況結果通知書（第１６号様式）により届出者へ通知するものとす

る。 

３ 区長は、前項の審査及び確認において、更地の適正管理がなされていないと認められた場合

は、口頭又は適正管理に係る是正指導書（第１７号様式）により必要な指導を行うことができ

る。 

４ 区長は、前項の是正指導書における指導の結果、なお更地の適正管理がなされていないと認

められた場合は、防災上危険な老朽建築物除却後の更地の適正管理証明書不発行通知書（第１

８号様式）により通知するとともに、当該通知をした以後は、第２項の規定による防災上危険

な老朽建築物除却後の更地に係る適正管理状況結果通知書の交付は行わないものとする。 

   第７章 専門家の派遣 

 （派遣の対象） 

第３２条 区長は、不燃化建替え、老朽建築物の除却等に関する相談を希望し、かつ、次の各号

のいずれかに該当する者（以下「相談者」という。）に対し、適切な指導、助言、提案等を行

うため、建築士、弁護士等の専門家を派遣することができる。 

（１） 不燃化特区内に土地又は建物の所有権を有する者 

（２） 前号によるほか、地域の防災性向上のため区長が特に必要と認める者 

 （建替え相談会への派遣） 

第３３条 区長は、不燃化特区内において建替え相談会を開催する場合、相談員として専門家に

相談業務を行わせることができる。 

２ 前項の規定に係る諸手続は、第３５条及び第３６条を除く本章の規定を準用する。 

 （派遣内容の限度） 

第３４条 専門家の派遣は、１回につき２時間程度とし、回数は同一相談者につき、当該年度に

おいて５回を限度とし、かつ、予算の範囲内とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要と認める場合は、この限りでない。 

３ 専門家の派遣は、１回の相談につき、１業種の専門家に限るものとする。 

 （派遣申請） 

第３５条 専門家の派遣を希望する相談者は、派遣を希望する日の原則１か月前までに、専門家

派遣申請書（第１９号様式）により、区長に申請しなければならない。 

 （専門家の派遣決定及び通知） 

第３６条 区長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る内容を審査し、派遣

を行うことを決定した場合は、専門家派遣決定通知書（第２０号様式）により、派遣を行わな

いことを決定した場合は、専門家を派遣しない旨の通知書（第２１号様式）により、申請者に

通知するものとする。 

 （専門家の選任・業務依頼及び業務受諾） 



第３７条 区長は、第３３条の建替え相談会開催決定及び第３５条による派遣申請を受けて、業

務内容に適合した専門家を選任し、専門家派遣業務依頼書（第２２号様式）により業務を依頼

するものとする。 

２ 前項の規定により業務を依頼された専門家は、当該業務を受諾するにあたって、専門家派遣

業務受諾書（第２３号様式）を区長に提出するものとする。 

３ 第１項により業務を依頼された専門家は、正当な理由がある場合に限り、相談者と協議の

上、派遣場所を足立区内の別の場所に変更することができる。 

 （業務完了報告） 

第３８条 業務を受諾した専門家は、当該業務が終了した後、速やかに専門家派遣業務完了報告

書（第２４号様式）を区長に提出しなければならない。 

 （報償金の支払決定） 

第３９条 区長は、前条による専門家派遣業務完了報告書の提出があったときは、その内容を確

認し、業務が適正に行われたと認められた場合は、その業務に対する報償金の支払を決定し、

報償金支払決定通知書（第２５号様式）により専門家に通知するものとする。 

 （報償金の請求） 

第４０条 前条の規定による報償金支払決定通知書を受けた専門家は、速やかに請求書兼口座振

替依頼書[報償金]（第２６号様式）により、業務に対する報償金の支払を区長に請求するもの

とする。 

２ 区長は、前項の請求を受けたときは、速やかに報償金を支払うものとする。 

 （報償金の額） 

第４１条 派遣に係る報償金の額は、予算の範囲内で、別に定める額とする。 

第８章 その他 

 （財産処分の制限） 

第４２条 助成を受けた者は、助成に係る建築物若しくは土地を助成金の交付の目的に反して使

用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ、区長の承認

を受けなければならない。ただし、助成金の交付のあった日から５年を経過した場合はこの限

りでない。 

 （委任） 

第４３条 この要綱の施行について必要な事項は、別に定める。 

   付 則 （２６足都密発第７０３号 区長決定） 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成２６年８月２５日から施行する。 

   付 則 （２７足都密発第７３８号 区長決定） 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成２７年９月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の要綱第８条の規定は、この要綱の施行日以後に交付申請を行うものについて適用し、

交付申請が施行日前のものについては、なお、従前の例による。 

 （失効） 



３ この要綱は、平成３３年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、平成３２年度足立区予

算に係る助成金の交付に関しては、その手続終了までの間、なお効力を有する。また、第２５

条の規定による防災上危険な老朽建築物除却後の更地の適正管理の確認等に関しては、平成３

７年６月３０日までの間、なお効力を有する。 

   付 則 （２８足都密発第１３２９号 平成２８年１１月３０日 区長決定） 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成２８年１２月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の西新井駅西口周辺地区不燃化特区内における特別な支援実施要綱第８条の規定は、

この要綱の施行日以後に交付申請を行うものについて適用し、交付申請が施行日前のものにつ

いては、なお、従前の例による。 

 （失効） 

３ この要綱は、平成３３年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、平成３２年度足立区予

算が成立した場合における当該予算に係る助成金の交付に関しては、その手続が終了するまで

の間、なお効力を有するものとし、第２５条の規定による防災上危険な老朽建築物除却後の更

地の適正管理の確認等に関しては、平成３７年６月３０日までの間、なお効力を有する。 

   付 則 （２８足都密発第２１７４号 平成２９年３月３０日 区長決定） 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成２９年５月１日から施行する。 

 （失効） 

２ この要綱は、平成３３年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、平成３２年度足立区予

算が成立した場合における当該予算に係る助成金の交付に関しては、その手続が終了するまで

の間、なお効力を有するものとし、第３１条の規定による防災上危険な老朽建築物除却後の更

地の適正管理の確認等に関しては、平成３７年６月３０日までの間、なお効力を有する。 

３ 足立区中南部一帯地区不燃化特区内における老朽家屋の認定及び土地の適正管理の認定並び

に専門家派遣要綱（２６足都都発第３４９０号）は、廃止する。 

   付 則 （２９足都密発第２５９５号 平成３０年３月３０日 区長決定） 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成３０年８月１日から施行する。 

 （失効）  

２ この要綱は、平成３３年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、平成３２年度足立区予

算が成立した場合における当該予算に係る助成金の交付に関しては、その手続が終了するまで

の間、なお効力を有するものとし、第３１条の規定による防災上危険な老朽建築物除却後の更

地の適正管理の確認等に関しては、平成３７年６月３０日までの間、なお効力を有する。 

   付 則 （３０足都密発第２７０６号 平成３１年１月３１日 区長決定） 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成３１年２月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の足立区不燃化特区内における特別な支援実施要綱第２９条第２項及び第３０条第３



項の規定は、この要綱の施行日以後に、第３章の規定による老朽建築物の除却助成に係る第２

０条第２項第１号に規定する内定を行うものについて適用し、施行日前に内定を行ったものに

ついては、なお、従前の例による。 

 （失効） 

３ この要綱は、平成３３年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、平成３２年度足立区予

算が成立した場合における当該予算に係る助成金の交付に関しては、その手続が終了するまで

の間、なお効力を有するものとし、第３１条の規定による防災上危険な老朽建築物除却後の更

地の適正管理の確認等に関しては、平成３７年６月３０日までの間、なお効力を有する。 

   付 則 （３１足都密発第１４８１号 令和元年８月８日 区長決定） 

 （施行期日）  

１ この要綱は、令和元年８月９日から施行する。 

 （失効）  

２ この要綱は、令和３年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、令和２年度足立区予算が

成立した場合における当該予算に係る助成金の交付に関しては、その手続が終了するまでの間、

なお効力を有するものとし、第３１条の規定による防災上危険な老朽建築物除却後の更地の適

正管理の確認等に関しては、令和７年６月３０日までの間、なお効力を有する。 

   付 則 （２足都密発第１９６３号 令和２年９月１日 区長決定） 

 （施行期日）  

１ この要綱は、令和２年９月１日から施行する。 

 （失効）  

２ この要綱は、令和８年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、令和７年度の足立区予算

が成立した場合における当該予算に係る助成金の交付に関しては、その手続が終了するまでの

間、なお効力を有するものとする。 

３ 前項の規定にかかわらず、第４章の規定による助成対象区域のうち別表第６に掲げる「足立

一・二・三・四丁目地区防災街区整備地区計画」及び「関原一丁目地区防災街区整備地区計画」

の区域に係る同章の規定による助成金の交付に関しては、令和３年３月３１日限り、その効力

を失うものとする。ただし、令和２年度の助成金の交付に関しては、その手続が終了するまで

の間、なお効力を有するものとする。 

４ 第２項の規定にかかわらず、第３０条の規定による防災上危険な老朽建築物除却後の更地の

適正管理の確認等に関しては、令和１２年６月３０日までの間、なお効力を有する。 

付 則 （２足都密発第４１２３号 令和３年３月３１日 区長決定） 

 （施行期日）  

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 （失効）  

２ この要綱は、令和８年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、令和７年度の足立区予算

が成立した場合における当該予算に係る助成金の交付に関しては、その手続が終了するまでの

間、なお効力を有するものとする。 

３ 前項の規定にかかわらず、第３０条の規定による防災上危険な老朽建築物除却後の更地の適

正管理の確認等に関しては、令和１２年６月３０日までの間、なお効力を有する。 



   付 則（３足都密発第１７２４号 令和３年１０月１日 区長決定） 

（施行期日）  

１ この要綱は、令和３年１０月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（経過措置） 

２ 令和３年４月１日から施行日の前日までの間に除却した第６章における老朽建築物について

は、第３０条の申請に限り当該老朽建築物の除却工事着手後の申請を認める。 

 （失効）  

３ この要綱は、令和８年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、令和７年度の足立区予算

が成立した場合における当該予算に係る助成金の交付に関しては、その手続が終了するまでの

間、なお効力を有するものとする。 

４ 前項の規定にかかわらず、第３１条の規定による防災上危険な老朽建築物除却後の更地の適

正管理の確認等に関しては、令和１３年６月３０日までの間、なお効力を有する。 

付 則（３足都密発第３７３１号 令和４年３月３１日 区長決定） 

 （施行期日）  

１ この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

 （失効）  

２ この要綱は、令和８年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、令和７年度の足立区予算

が成立した場合における当該予算に係る助成金の交付に関しては、その手続が終了するまでの

間、なお効力を有するものとする。 

３ 前項の規定にかかわらず、第３１条の規定による防災上危険な老朽建築物除却後の更地の適

正管理の確認等に関しては、令和１３年６月３０日までの間、なお効力を有する。 

付 則（４足都災発第４９６５号 令和５年３月２４日 区長決定） 

 （施行期日）  

１ この要綱は、令和５年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（失効） 

２ この要綱の規定のうち、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日にその効力を失う。

ただし、令和７年度の足立区予算が成立した場合における当該予算に係る助成金の交付に係る

規定については、その手続が終了するまでの間はなおその効力を有する。 

 （１） 第３１条の規定のうち、防災上危険な老朽建築物除却後の更地の適正管理の確認等に

係る部分 令和１３年６月３０日 

 （２） 前号の規定以外のこの要綱の規定（第２６条の規定を除く。）及び第４３条の規定によ

り別に定められた規定 令和８年３月３１日 

 （経過措置） 

３ 改正後のこの要綱の規定は、施行日以後に申請をした者について適用し、施行日前に申請を

した者については、なお従前の例による。 

付 則（７足都災発第１３５７号 令和７年６月３０日 区長決定） 

 （施行期日）  

１ この要綱は、令和７年７月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（失効） 



２ この要綱の規定のうち、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日にその効力を失う。

ただし、令和７年度予算に係る助成金の交付に係る規定については、その手続きが終了するま

での間はなおその効力を有する。 

 （１） 第３１条の規定のうち、防災上危険な老朽建築物除却後の更地の適正管理の確認等に

係る部分 令和１３年６月３０日 

 （２） 前号の規定以外のこの要綱の規定（第２６条の規定を除く。）及び第４３条の規定によ

り別に定められた規定 令和８年３月３１日 

 （経過措置） 

３ 改正後のこの要綱の規定は、施行日以後に申請をした者について適用し、施行日前に申請を

した者については、なお従前の例による。 

付 則（７足都災発第３２１６号 令和７年１０月２４日 区長決定） 

 （施行期日）  

１ この要綱は、令和７年１１月１日から施行する。 

（失効） 

２ この要綱の規定のうち、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日にその効力を失う。

ただし、令和７年度予算に係る助成金の交付に係る規定については、その手続きが終了するま

での間はなおその効力を有する。 

 （１） 第３１条の規定のうち、防災上危険な老朽建築物除却後の更地の適正管理の確認等に

係る部分 令和１３年６月３０日 

 （２） 前号の規定以外のこの要綱の規定（第２６条の規定を除く。）及び第４３条の規定によ

り別に定められた規定 令和８年３月３１日 

 （経過措置） 

３ この要綱の施行の際、改正前の足立区不燃化特区内における特別な支援実施要綱に規定する

様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。 

付 則（７足都災発第５９９９号 令和８年３月３０日 区長決定） 

 （施行期日）  

１ この要綱は、令和８年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（失効） 

２ この要綱の規定のうち、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日にその効力を失う。

ただし、令和１２年度予算に係る助成金の交付に係る規定については、その手続が終了するま

での間は、なおその効力を有する。 

 （１） 第３１条の規定のうち、防災上危険な老朽建築物除却後の更地の適正管理の確認等に

係る部分 令和１８年６月３０日 

 （２） 前号の規定以外のこの要綱の規定（第２６条の規定を除く。）及び第４３条の規定によ

り別に定められた規定 令和１３年３月３１日 

 （経過措置） 

３ 改正後のこの要綱の規定は、施行日以後に申請をした者について適用し、施行日前に申請を

した者については、なお従前の例による。 

 

 



別表第１（第４条、第６条、第１１条、第１６条、第２７条関係） 

地区の名称 範 囲 不燃化特区の指定日 

西新井駅西口 

周辺地区 

梅田五丁目、梅田六丁目、梅田八丁目

及び関原二丁目の各一部、関原三丁目

並びに西新井栄町一丁目、興野一丁目

及び本木二丁目の各一部 

平成２６年４月１日 

足立区中南部 

一帯地区 

足立一丁目、足立二丁目、足立三丁目、

足立四丁目、梅田一丁目、梅田二丁目、

梅田三丁目、梅田四丁目、梅田五丁目、

梅田六丁目、梅田七丁目、梅田八丁目、

扇一丁目の一部、興野一丁目、興野二

丁目、関原一丁目、関原二丁目、関原

三丁目、千住一丁目、千住二丁目、千

住三丁目、千住四丁目、千住五丁目、

千住旭町、千住大川町、千住寿町、千

住龍田町、千住中居町、千住仲町、千

住元町、千住柳町、千住東一丁目、千

住東二丁目、西新井栄町一丁目、西新

井栄町二丁目、西新井栄町三丁目、西

新井本町一丁目、西新井本町三丁目の

一部、西新井本町四丁目、西新井本町

五丁目、本木一丁目、本木二丁目、本

木北町、本木西町、本木東町、本木南

町、柳原一丁目及び柳原二丁目の各一

部 

平成２７年４月１日 

令和３年４月１日追加

指定 

 

別表第２（第８条、１７条関係） 

緑化基準 

以下の敷地面積区分に応じた緑化基準（屋上緑化及び壁面緑化を含む。）を満た

すこと。 

なお、法定建蔽率には、角地等の緩和規定による割合を含むものとし、また、法

定建蔽率が９０％を超える敷地については、以下の算定式における法定建蔽率を

９０％とする。 

 

① 敷地面積が１００㎡以上１，０００㎡未満の場合 

緑化面積は、アからウまでのうち、いずれか小さい面積以上とすること。ただ

し、敷地の使用又は周囲の状況その他の理由により、緑化面積の確保が困難な場

合は、この限りでない。 



 

ア 敷地面積 ×（１ － 法定建蔽率）× α 

イ 敷地面積 ×（１ － ０．８）   × α 

ウ（敷地面積 － 建築面積）      × α 

 

敷地面積 

(㎡) 

１００以上 

２００未満 

２００以上 

３００未満 

３００以上 

１，０００未満 

α ０．１ ０．２ ０．２５ 

 

② 敷地面積が１，０００㎡以上の場合 

緑化面積は、ア又はイのうち、いずれか小さい面積以上とすること。 

 

ア（敷地面積 － 建築面積）× ０．３ 

イ｛敷地面積 －（敷地面積 × 法定建蔽率 × ０．８）｝× ０．３ 

 

 （注）緑化面積の算出は、「足立区緑の保護育成条例」（昭和５１年足立区条例第３９号）第１

８条に基づく緑化基準における算出方法による。 

 

別表第３（第９条、第１４条関係） 

助成項目 助成金の内容 助成額 

除却費 ・老朽建築物及びこれ

に付属する工作物の

除却工事費 

・除却後の敷地の整地費  

次に掲げる額のうち、いずれか少ない額 

①   実費相当額（消費税相当額を除く。） 

②  次表に掲げる区分に応じた除却費単

価に老朽建築物の延べ面積を乗じて得

た額 

区分 除却費単価 

木造 ２８,０００円／㎡ 

木造以外 ４１,０００円／㎡ 

③  ２８０万円 

設計・ 

監理費 

・建替えに伴って必要な

建築設計及び工事監理

に要する一部費用 

地上１階から３階までの床面積の合計

（以下「助成対象床面積」という。）に応

じて別表第４又は別表第５に定める額 

建築工事費 ・建替えに伴って必要な

耐火建築物等の建築に

要する一部費用 

地上１階から３階までの床面積の合計

（以下「助成対象床面積」という。）に応

じて、別表第６、別表第７又は別表８に定

める額。 

高齢者世帯 

住宅加算助成 

・建築工事費に対する加

算助成 

一律 ２００万円 



別表第４（第９条関係） 

不燃化建替えに伴う設計・監理費として区が交付する額（耐火建築物） 

助成対象床面積 金額 助成対象床面積 金額 

㎡以上 ㎡未満 千円 ㎡以上 ㎡未満 千円 

 ～  5  0 60 ～ 70  372 

5 ～ 10  31 70 ～ 80  435 

10 ～ 15  62 80 ～ 90  497 

15 ～ 20  93 90 ～ 100  559 

20 ～ 25  124 100 ～ 110  621 

25 ～ 30  155 110 ～ 120  683 

30 ～ 35  186 120 ～   700 

35 ～ 40  217     

40 ～ 45  248     

45 ～ 50  279     

50 ～ 60  310     

 

別表第５（第９条関係） 

不燃化建替えに伴う設計・監理費として区が交付する額（準耐火建築物） 

助成対象床面積 金額 助成対象床面積 金額 

㎡以上 ㎡未満 千円 ㎡以上 ㎡未満 千円 

 ～  5  0 60 ～ 70  286 

5 ～ 10  23 70 ～ 80  334 

10 ～ 15  47 80 ～ 90  382 

15 ～ 20  71 90 ～ 100  430 

20 ～ 25  95 100 ～ 110  477 

25 ～ 30  119 110 ～ 120  525 

30 ～ 35  143 120 ～ 130  573 

35 ～ 40  167 130 ～ 140  621 

40 ～ 45  191 140 ～ 150  669 

45 ～ 50  215 150 ～   700 

50 ～ 60  238     

 

別表第６（第９条及び１８条関係） 

 不燃化建替えに伴う建設工事費として区が交付する額（耐火建築物） 

ただし、既存建築物が準耐火建築物等である場合を除く。 

助成対象床面積 金額 助成対象床面積 金額 

以上  未満 千円 以上  未満 千円 

0 ㎡ ～ 5 ㎡ 0 220 ㎡ ～ 240 ㎡ 3,933 

5 ㎡ ～ 10 ㎡ 100 240 ㎡ ～ 260 ㎡ 4,132 

10 ㎡ ～ 15 ㎡ 199 260 ㎡ ～ 280 ㎡ 4,331 



15 ㎡ ～ 20 ㎡ 299 280 ㎡ ～ 300 ㎡ 4,530 

20 ㎡ ～ 25 ㎡ 398 300 ㎡ ～ 320 ㎡ 4,729 

25 ㎡ ～ 30 ㎡ 498 320 ㎡ ～ 340 ㎡ 4,928 

30 ㎡ ～ 35 ㎡ 597 340 ㎡ ～ 360 ㎡ 5,127 

35 ㎡ ～ 40 ㎡ 697 360 ㎡ ～ 380 ㎡ 5,327 

40 ㎡ ～ 45 ㎡ 797 380 ㎡ ～ 400 ㎡ 5,526 

45 ㎡ ～ 50 ㎡ 896 400 ㎡ ～ 420 ㎡ 5,725 

50 ㎡ ～ 60 ㎡ 996 420 ㎡ ～ 440 ㎡ 5,924 

60 ㎡ ～ 70 ㎡ 1,195 440 ㎡ ～ 460 ㎡ 6,123 

70 ㎡ ～ 80 ㎡ 1,394 460 ㎡ ～ 480 ㎡ 6,322 

80 ㎡ ～ 90 ㎡ 1,593 480 ㎡ ～ 500 ㎡ 6,521 

90 ㎡ ～ 100 ㎡ 1,792 500 ㎡ ～ 550 ㎡ 6,720 

100 ㎡ ～ 110 ㎡ 1,991 550 ㎡ ～ 600 ㎡ 7,019 

110 ㎡ ～ 120 ㎡ 2,190 600 ㎡ ～ 650 ㎡ 7,318 

120 ㎡ ～ 130 ㎡ 2,389 650 ㎡ ～ 700 ㎡ 7,616 

130 ㎡ ～ 140 ㎡ 2,589 700 ㎡ ～ 750 ㎡ 7,915 

140 ㎡ ～ 150 ㎡ 2,788 750 ㎡ ～ 800 ㎡ 8,214 

150 ㎡ ～ 160 ㎡ 2,987 800 ㎡ ～ 850 ㎡ 8,512 

160 ㎡ ～ 170 ㎡ 3,186 850 ㎡ ～ 900 ㎡ 8,811 

170 ㎡ ～ 175 ㎡ 3,385 900 ㎡ ～ 950 ㎡ 9,110 

175 ㎡ ～ 180 ㎡ 3,485 950 ㎡ ～ 1,000 ㎡ 9,408 

180 ㎡ ～ 200 ㎡ 3,534 1,000㎡ ～  9,707 

200 ㎡ ～ 220 ㎡ 3,734     

 

別表第７（第９条及び１８条関係） 

 不燃化建替えに伴う建設工事費として区が交付する額（準耐火建築物） 

助成対象床面積 金額 助成対象床面積 金額 

以上  未満 千円 以上  未満 千円 

0 ㎡ ～ 5 ㎡ 0 220 ㎡ ～ 240 ㎡ 3,651 

5 ㎡ ～ 10 ㎡ 92 240 ㎡ ～ 260 ㎡ 3,835 

10 ㎡ ～ 15 ㎡ 185 260 ㎡ ～ 280 ㎡ 4,020 

15 ㎡ ～ 20 ㎡ 277 280 ㎡ ～ 300 ㎡ 4,205 

20 ㎡ ～ 25 ㎡ 370 300 ㎡ ～ 320 ㎡ 4,390 

25 ㎡ ～ 30 ㎡ 462 320 ㎡ ～ 340 ㎡ 4,575 

30 ㎡ ～ 35 ㎡ 555 340 ㎡ ～ 360 ㎡ 4,760 

35 ㎡ ～ 40 ㎡ 647 360 ㎡ ～ 380 ㎡ 4,944 

40 ㎡ ～ 45 ㎡ 739 380 ㎡ ～ 400 ㎡ 5,129 

45 ㎡ ～ 50 ㎡ 832 400 ㎡ ～ 420 ㎡ 5,314 

50 ㎡ ～ 60 ㎡ 924 420 ㎡ ～ 440 ㎡ 5,499 

60 ㎡ ～ 70 ㎡ 1,109 440 ㎡ ～ 460 ㎡ 5,684 

70 ㎡ ～ 80 ㎡ 1,294 460 ㎡ ～ 480 ㎡ 5,869 

80 ㎡ ～ 90 ㎡ 1,479 480 ㎡ ～ 500 ㎡ 6,053 

90 ㎡ ～ 100 ㎡ 1,664 500 ㎡ ～ 550 ㎡ 6,238 

100 ㎡ ～ 110 ㎡ 1,848 550 ㎡ ～ 600 ㎡ 6,515 

110 ㎡ ～ 120 ㎡ 2,033 600 ㎡ ～ 650 ㎡ 6,793 

120 ㎡ ～ 130 ㎡ 2,218 650 ㎡ ～ 700 ㎡ 7,070 

130 ㎡ ～ 140 ㎡ 2,403 700 ㎡ ～ 750 ㎡ 7,347 

140 ㎡ ～ 150 ㎡ 2,588 750 ㎡ ～ 800 ㎡ 7,624 

150 ㎡ ～ 160 ㎡ 2,773 800 ㎡ ～ 850 ㎡ 7,902 

160 ㎡ ～ 170 ㎡ 2,957 850 ㎡ ～ 900 ㎡ 8,179 



170 ㎡ ～ 175 ㎡ 3,142 900 ㎡ ～ 950 ㎡ 8,456 

175 ㎡ ～ 180 ㎡ 3,235 950 ㎡ ～ 1,000 ㎡ 8,733 

180 ㎡ ～ 200 ㎡ 3,281 1,000㎡ ～  9,011 

200 ㎡ ～ 220 ㎡ 3,466     

 

別表第８（第９条及び１８条関係） 

 不燃化建替えに伴う建設工事費として区が交付する額 

（準耐火建築物→耐火建築物） 

助成対象床面積 金額 助成対象床面積 金額 

以上  未満 千円 以上  未満 千円 

0 ㎡ ～ 5 ㎡ 0 220 ㎡ ～ 240 ㎡ 282 

5 ㎡ ～ 10 ㎡ 7 240 ㎡ ～ 260 ㎡ 296 

10 ㎡ ～ 15 ㎡ 14 260 ㎡ ～ 280 ㎡ 311 

15 ㎡ ～ 20 ㎡ 21 280 ㎡ ～ 300 ㎡ 325 

20 ㎡ ～ 25 ㎡ 29 300 ㎡ ～ 320 ㎡ 339 

25 ㎡ ～ 30 ㎡ 36 320 ㎡ ～ 340 ㎡ 354 

30 ㎡ ～ 35 ㎡ 43 340 ㎡ ～ 360 ㎡ 368 

35 ㎡ ～ 40 ㎡ 50 360 ㎡ ～ 380 ㎡ 382 

40 ㎡ ～ 45 ㎡ 57 380 ㎡ ～ 400 ㎡ 397 

45 ㎡ ～ 50 ㎡ 64 400 ㎡ ～ 420 ㎡ 411 

50 ㎡ ～ 60 ㎡ 71 420 ㎡ ～ 440 ㎡ 425 

60 ㎡ ～ 70 ㎡ 86 440 ㎡ ～ 460 ㎡ 439 

70 ㎡ ～ 80 ㎡ 100 460 ㎡ ～ 480 ㎡ 454 

80 ㎡ ～ 90 ㎡ 114 480 ㎡ ～ 500 ㎡ 468 

90 ㎡ ～ 100 ㎡ 129 500 ㎡ ～ 550 ㎡ 482 

100 ㎡ ～ 110 ㎡ 143 550 ㎡ ～ 600 ㎡ 504 

110 ㎡ ～ 120 ㎡ 157 600 ㎡ ～ 650 ㎡ 525 

120 ㎡ ～ 130 ㎡ 172 650 ㎡ ～ 700 ㎡ 547 

130 ㎡ ～ 140 ㎡ 186 700 ㎡ ～ 750 ㎡ 568 

140 ㎡ ～ 150 ㎡ 200 750 ㎡ ～ 800 ㎡ 589 

150 ㎡ ～ 160 ㎡ 214 800 ㎡ ～ 850 ㎡ 611 

160 ㎡ ～ 170 ㎡ 229 850 ㎡ ～ 900 ㎡ 632 

170 ㎡ ～ 175 ㎡ 243 900 ㎡ ～ 950 ㎡ 654 

175 ㎡ ～ 180 ㎡ 250 950 ㎡ ～ 1,000 ㎡ 675 

180 ㎡ ～ 200 ㎡ 254 1,000㎡ ～  697 

200 ㎡ ～ 220 ㎡ 268     

別表第９（第１６条、第１７条関係） 

防災街区整備地

区計画の名称 
道路名称 計画幅員 

西新井駅西口周

辺地区防災街区

整備地区計画 

防災生活道路１号 ６．０ｍ 

防災生活道路２号 ６．０ｍ 

防災生活道路３号 ６．０ｍ 

防災生活道路４号 ６．０ｍ 

防災生活道路５号 ６．０ｍ 

防災生活道路６号 ６．０ｍ 

防災生活道路７号 ６．０ｍ 



防災生活道路８号 ６．０ｍ 

防災生活道路９号 ６．０ｍ 

防災生活道路１０号 ６．０ｍ 

防災生活道路１１号 ６．０ｍ 

防災生活道路１２号 ６．０ｍ 

防災生活道路１３号 ６．０ｍ 

防災生活道路２３号 ５．５ｍ 

防災生活道路２４号 ５．５ｍ 

千住西地区防災

街区整備地区計

画 

防災生活道路１号 ６．０ｍ 

防災生活道路２号 ６．０ｍ 

防災生活道路３号 ６．０ｍ 

防災生活道路４号 ６．０ｍ 

防災生活道路５号 ６．０ｍ 

柳原一・二丁目地

区防災街区整備

地区計画 

防災生活道路１号 ６．０ｍ 

防災生活道路２号 ６．０ｍ 

防災生活道路３号 ６．０ｍ 

防災生活道路４号 ６．０ｍ 

防災生活道路５号 ６．０ｍ 

 


